
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、自己株式取得に係る事項の決定及び自

己株式消却に係る事項の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたもの

ではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただ

いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集または販売を構成するもので

はありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことは

できません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。 
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自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却） 

 
当社は、2025年11月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第

178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１． 自己株式の取得及び消却を行う理由 

本日「株式の売出しに関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売出し（以下「本売出し」とい

う。）の実施に伴う当社株式需給への影響を緩和するとともに、株主還元水準の向上及び資本効率の改

善を図り、また、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とし、自己株式の

取得及び消却を行うものであります。 

なお、本売出しの詳細については、本日公表の「株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２． 取得に係る事項の内容 

(１) 取得対象株式の種類  当社普通株式 

(２) 取得し得る株式の総数  600,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.1％） 

 (３) 株式の取得価額の総額  1,000,000,000円（上限） 

(４) 取 得 期 間 本売出しに係る売出価格等決定日（2025年12月３日(水)から2025年

12月８日(月)までの間のいずれかの日）に応じて決定される本売

出しの受渡期日の翌営業日（売出価格等決定日の６営業日後の

日）から2026年３月31日（火）まで（注２） 

(５) 取 得 方 法  株式会社東京証券取引所における市場買付け 

(６) その他本自己株式取得に必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長またはその

指名する者に一任する。 

(注１) 市場動向等により一部または全部の取得が行われない可能性があります。 

会社名 共同印刷株式会社 

代表者 代表取締役社長 大橋 輝臣 

(コード番号 7914 東証プライム) 

問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 山田 麗子 

     (TEL 03-3817-2525) 
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(注２) ① 売出価格等決定日が 2025年 12月３日(水)の場合、「2025年 12月 11日(木)から

2026年３月 31日（火）まで」 

② 売出価格等決定日が 2025年 12月４日(木)の場合、「2025年 12月 12日(金)から

2026年３月 31日（火）まで」 

③ 売出価格等決定日が 2025年 12月５日(金)の場合、「2025年 12月 15日(月)から

2026年３月 31日（火）まで」 

④ 売出価格等決定日が 2025年 12月８日(月)の場合、「2025年 12月 16日(火)から

2026年３月 31日（火）まで」 

 

３． 消却に係る事項の内容 

(１) 消却する株式の種類  当社普通株式 

(２) 消 却 す る 

株 式 の 数 

 3,480,000株 

（消却前の発行済株式総数に対する割合10.4％） 

(３) 消 却 後 の 

発 行 済 株 式 総 数 

 30,000,000株 

 (４) 消 却 予 定 日  2025年12月10日（水） 

 

（ご参考）2025年11月26日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数 

（自己株式を除く） 
29,174,308株 

自己株式数 4,305,692株 

以  上 


